
円）

随意契約理由

年 3 月 31 日

年 4 月 1 日

上記業者は、ブロードバンドゼロ地域解消のために市が敷設した光伝送路を
IRU契約により貸し出している事業者であり、他の事業者に履行させた場合、責
任の所在が不明確になる恐れがあることから選定するもの。

至 令 和 8

（うち消費税額及び地方消費税額

賃 貸 借 場 所 釜石市

39,612

賃 貸 借 期 間

自 令 和 7

岩手県盛岡市中央通一丁目2番2号

氏　名 東日本電信電話株式会社岩手支店　支店長　後藤　高宏

契 約 金 額 435,732 円

賃 貸 借 名 NTT東日本局舎内電気通信設備の使用に関する契約【郵便見積徴取】

決 定 業 者

住　所

時 40 分
第４庁舎第7
会議室

3 月 31 日 10

見　積　結　果　報　告　書

見積日時・場所 令 和 6 年
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2 　※郵便見積徴取のため出欠欄の記載はありません。

1
東日本通信電話㈱岩
手支店

396,120
決
定

業　　者　　名

出　欠 入　　札　　金　　額　（円・税抜）

現
説
見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

決定価格（税抜） 396,120 円

予定価格（税抜） 396,120 円


